
No. 該当資料名 頁 項目 質問事項 回答

1 仕様書 4 業務概要

仕様書の第１４条（２）③都市計画関連等データ修正
の以下の各データの修正量（当初見込みの修正箇所
数や修正延長等）をご教示ください。
・用途地域 ・特別用途地域 ・高度地区
・高度利用地区 ・風致地区 ・都市計画道路
・公園 ・緑地 ・地区計画区域 ・都市計画区域界
・市街化区域 ・建築基準法 22 条区域
・立地適正化計画 ・都市機能誘導区域
・住居誘導区域 ・農用地区域図 ・景観計画
・屋外広告物条例 ・認定道路網図

仕様書の第14条（２）③の都市計画関連等データについては、現
在、最新のものとなっておりますが、今回、平成24年の地形図を
修正いただくことに伴い、修正が必要となるものと考えておりま
す。

2 仕様書 10
システムの基本機
能要件

仕様書の第３３条（２）②C ゼンリン住宅地図（３年間
利用・毎年更新）・本運用開始から３年間利用可能な
ものとし、毎年最新版のデータに更新すること。と記
載がありますが、ゼンリン社の住宅地図が更新され
ない年は、データの更新は不要と考えてよろしいで
しょうか。

ご認識のとおりです。

3 仕様書 7
都市計画関連等
データ修正

仕様書の第２７条４（４）図式については、別途定める
守山市基本図図式に従い作成する。とありますが、
図式をご教示ください。

本市の図式については、「国土基本図図式規程」に従い作成して
おりますことから、当該図式規程のとおりです。

4 仕様書 10
システムの基本機
能要件

仕様書の第３３条（１）①になお、建築関連データにつ
いては、別途、建築課が構築する「窓口閲覧システ
ム」と連動が可能となるよう対応すること。について
は、オフラインでのデータ連携と考えてよろしいでしょ
うか、ご教授をお願い申し上げます。

ご認識のとおりです。

5 仕様書 11 サービス運用体制
仕様書の第３４条（８）データ更新について、当初で見
込まれているデータ更新する地図データの種類をご
教示ください。

現時点で見込んでおりますデータ更新は、以下を予定しておりま
すが、その他当該GISで使用する都市計画関連等データ等の更
新があった場合は、更新をお願いするものです。
＜年１回更新＞
・都市計画図
用途地域、特別用途地域、高度地区、高度利用地区、風致地
区、都市計画道路、公園・緑地、地区計画区域、都市計画区域
界、市街化区域
・認定道路網図
・農用地区域図

6 仕様書 7
都市計画関連等
データ修正

仕様書の第２７条２縦覧図および総括図として、各１
部出力図を作成すること。と記載がありますが、図面
の枚数について縦覧図は 26 面でしょうか（HP 掲載
の PDF が
26 面）。総括図は 1 面でよろしいでしょうか、図面サ
イズはどちらも A0 版サイズでよろしいでしょうか、図
面の元データ（ai や dgn ファイル）は、作業時に貸与
可能でしょうか、なお、元データ貸与不可の場合、既
存の図面を参考に作成しますが完全に同じ表現には
できませんが、表現については変更可能と考えて、よ
ろしいでしょうか、ご教授をお願い申し上げます。

仕様書の第２７条２縦覧図および総括図について、縦覧図は2７
面、総括図は1面のため、各１部の出力で合計28枚となります。
（27面の参考図を添付します。）図面サイズはいずれもA0です。
図面の元データはBDS形式であれば貸与可能です。既存の図面
と完全に同じ表現ができない場合は、表現のあり方について、別
途協議により決定するものとします。

7 仕様書 14
システムの基本機
能要件

仕様書第４０条（２）②（ウ）情報の更新に各ベース
マップとも、更新データが入手出来次第、速やかにシ
ステムに反映すること。
と記載がありますが、航空写真についても対象でしょ
うか、また、運用保守期間内に航空写真を更新する
予定はありますでしょうか、ご教授をお願い申し上げ
ます。

航空写真も対象としており、運用保守期間内の令和６年度に予
定しております。

守山市統合型GISおよび公開型GIS構築業務　公募型プロポーザルに係る質疑に対する回答書
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守山市統合型GISおよび公開型GIS構築業務　公募型プロポーザルに係る質疑に対する回答書

8 参加様式１

①参加申込書「様式１」での下記添付書類ですが、
入札参加資格申請時点で貴市に提出しておりま
すが、今回改めてご提出必要でしょうか。
・登記事項証明書、登記簿謄本
・印鑑証明書
・納税証明書
・委任状

ご質問の添付書類について、令和４年度・令和５年度守山市役務
委託等業務業者登録時にご提出をいただいている場合は、今回
改めてご提出いただく必要はございません。

9 仕様書 2 貸与資料

貸与する数値地形図について
当該データの公共測量申請を確認すると平成26年
(2014年)ですが、それ以降に修正はされているので
しょうか。

修正はされていません。

10 仕様書 6 地図情報レベル等

(2)仕様書 第21条 (地図情報レベル等)
公共測量データベースを確認すると地図情報レベル
が1,000と記載されていますが、本件の地図情報レベ
ルは2,500でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。
地図情報レベルは2,500です。

11 仕様書 2 貸与資料

貸与する都市計画関連等データについて
当該データは内閣府地方創生推進事務局にて策定
された「i－都市再生技術仕様(案)」に沿ったデータに
なっているのでしょうか。また、成果品はどの水準に
合わせて作成するのでしょうか。

貸与する都市計画関連等データは「i－都市再生技術仕様(案)」
に沿ったデータになっておりません。
成果品については、「i－都市再生技術仕様(案)」を準拠し作成し
ていただくことになります。


